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翠
州
コ

ー
ヒ

i
園
の
般
労
働
契
約
の
成
立

若

木

示L

一
、
は

し

カヨ

き

サ
ン
・
パ
ウ
ロ
州
の
コ
ー
ヒ
ー
霞
の
労
働
契
約
に
は
全
州
を
速
し
て
或
る
様
式
が
見
ら
れ
、
そ
の
原
型
は
十
九
世
紀
中
半
に
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
を

見
る
と
現
行
の
も
の
と
大
差
が
な
い
。

2

1
ヒ
日
の
裁
培
技
術
の
無
愛
動
の
為
で
あ
ら
う
。
本
稿
の
目
的
は
こ
の
様
式
の
成
立
過
程
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
あ

。

る
。
(
註

l
l
一
九
五
四
年
三
月
の
キ
l

y
氏
報
告
に
よ
れ
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
は
遺
伝
、
育
種
、
病
虫
害
、
施
肥
、
募
定
、
整
枝
、
港
紙
、
収
穫
等
に
進
歩

し
た
農
学
の
応
用
が
殆
ど
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
例
へ
ば
ブ
ラ
ジ
ル
現
在
の
樹
は
一
七

O
O年
の
輸
入
原
木
の
単
な
る
直
糸
後
諸
に
過
ぎ
な
い
。
一
樹
当
り
、
一
反

当
り
の
生
産
額
も
殆
ど
向
上
が
な
く
、
一
人
当
り
に
歪
つ
て
は
百
年
前
と
大
差
が
な
い
o
作
業
行
程
の
機
械
化
に
就
て
は
大
部
分
の
地
方
で
は
関
心
が
な
い
、
と

一
式
ふ
。
本
報
告
所
載
コ
ス
タ
・
?
カ
の
1

1
ヒ
1
摘
採
の
写
真
や
昨
年
末
(
二
九
・
十
二
・
七
U

の
朝
日
新
聞
所
載
の
同
じ
く
摘
採
作
業
の
写
真
は
倒
へ
ば
十
二

年
十
一
月
号
「
移
民
地
事
情
」
所
載
の
光
景
と
全
く
愛
り
な
く
叉
最
近
(
二
七
・
六
・
十
九
・
大
阪
新
聞
)
の
現
地
報
告
も
栽
培
技
術
の
旧
と
蛮
ら
な
い
事
を
知

ら
せ
る
o
こ
与
に
本
稿
が
資
判
明
と
し
て
昭
和
六
年

t
十
二
年
頃
の
諮
報
告
を
主
に
用
ひ
る
理
由
が
あ
る
υ

(l) 

出。
E
・
4
司

C
H
H
q
m
z
o
a
同。
H
富
。
言
明
民
主
同
町
件
。
。
足
。
σ
吋
円
。
含
色
。
P
句。同勺仲間ロ
k
p開
叫
ん

S
F
M
M
H
P
S
E
-
z。
Hor・

四
角4



五
O

二
、
現

'1貫

行

の

源

ポ
ル
ト
ガ
ル
は
当
初
は
出
移
ほ
ん
に
よ
る
本
国
人
口
の
減
少
従
っ
て
植
民
地
の
相
対
的
優
越
を
恐
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
し
て
は
そ
の
放
資
館
民
地
化
を
政
策
原
理

と
し
、
所
要
労
働
は
原
住
民
は
少
数
で
も
あ
り
又
労
働
に
も
向
か
な
か
っ
た
の
で
輸
入
黒
奴
・
に
よ
泊
方
式
を
と
っ
た
。
従
っ
て
此
処
に
は
正
常
な
労
働
契
約
は
砕

し
て
ゐ
な
い
。
一
六
六
七
年
に
は
内
外
人
の
纏
民
地
移
住
の
制
限
法
が
、
一
七
二

O
年
に
は
禁
止
法
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
努
一
七
四
七
年
政
府
は
木
国

人
口
は
減
少
せ
し
め
な
い
で
多
少
共
開
発
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
綴
民
地
ア
グ
レ
ー
ス
及
マ
デ
イ
ラ
在
住
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
四
千
人
を
オ
イ
レ
シ
ベ
ル
グ
氏
に
委
託

し
て
ブ
テ
ジ
ル
に
移
出
し
た
が
、
長
等
は
下
級
官
麦
、
小
商
人
と
な
り
開
発
に
当
る
者
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
一
八

O
八
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
移

る
以
共
に
，
ブ
ラ
ジ
ル
自
体
の
立
場
が
前
面
に
押
出
さ
れ
今
度
は
そ
の
移
住
植
民
地
化
も
強
張
さ
れ
て
来
た
。
此
頃
に
な
る
と
ブ
ラ
シ
ス
革
命
の
影
響
な
ど
も
あ
っ

て
奴
隷
制
度
の
廃
止
の
近
き
も
予
想
さ
れ
て
来
た
の
で
、
之
れ
に
代
へ
る
に
自
由
な
る
白
人
を
移
入
し
て
、
そ
の
労
力
に
依
存
す
る
経
た
。

営
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
即
ち
新
移
入
尽
に
対
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
期
待
は
一
は
移
住
植
民
地
の
建
設
、
他
の
一
つ
は
耕
主
に
明
儲
を
与
へ
る
事
で
あ
っ

移
民
に
就
て
移
住
植
民
地
化
の
意
図
で
な
さ
れ
た
著
例
は
次
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
入
一
八
年
伯
政
府
は
ス
イ
ス
人

ω・
2
・
C
E
r
2
と
白
人
移
民
誘
入
契
契

を
結
び
、
ガ
シ
エ
は
ス
イ
ス
か
ら
百
戸
の
農
家
を
誘
入
す
る
事
と
な
り
、
そ
れ
に
対
し
政
府
の
渡
航
費
を
補
助
し
、
移
民
に
は
次
の
特
典
を
与
へ
た
。
一
無
償

渡
航
二
目
的
地
迄
の
無
賃
輸
送
一
ニ
仮
家
昼
間
土
地
無
償
払
下
及
び
家
畜
、
賠
償
子
を
家
放
員
数
に
応
じ
て
給
与
さ
れ
る
五
到
着
初
年
度
聞
は
一

日
一
六

O
レ
イ
ス
、
次
年
は
そ
の
半
の
補
助
金
を
得
る
六
僧
・
医
・
薬
・
獣
医
師
を
入
植
せ
し
め
そ
の
給
料
は
政
府
負
担
七
教
会
の
建
設
八
到
着

と
同
時
に
国
籍
収
得
九
十
年
間
兵
役
義
務
を
免
除
。
次
に
走
れ
よ
り
裕
、
遅
れ
て
一
入
二
四
年
独
立
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
は
独
逸
農
民
一
二

O
名
を
移
入
し
た
。
之

も
渡
航
費
と
目
的
地
迄
の
旅
費
の
政
府
支
弁
、
市
民
権
取
得
、
地
区
の
無
償
譲
渡
、
家
畜
の
無
償
使
用
、
二
ヶ
年
の
生
活
費
の
補
助
、
十
年
間
の
兵
役
の
免
除
、

十
年
間
の
定
着
一
義
務
等
ガ
シ
エ
移
民
と
大
差
は
な
か
っ
た
。
即
ち
是
等
恩
典
は
一
に
ブ
ラ
ジ
ル
国
民
を
増
加
す
る
目
的
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
無
賃
輸
送
、

家
屋
貸
与
、
食
糧
扶
持
等
は
移
入
民
が
偶
h

貧
国
内
で
あ
る
処
に
よ
る
。
そ
し
て
彼
等
は
払
下
げ
土
地
の
自
作
農
で
あ
る
か
ら
他
者
に
労
力
を
供
給
し
得
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
後
年
グ
エ
ル
ゲ
イ
ロ
の
誘
致
し
た
移
民
は
之
と
は
目
的
を
具
に
し
た
が
、
等
し
く
貧
民
で
あ
っ
た
の
で
如
上
の
工
夫
丈
け
は
そ
の
ま
と
双
継
が
れ



た。
耕
主
に
対
し
て
労
力
を
提
供
す
る
者
を
移
入
す
る
企
は
聖
州
上
院
議
で
あ
る
大
耕
主
宰
円
唱
。

-
5
氏
の
一
八
四
一
年
の
企
に
始
る
o

氏
は
奴
隷
解
放
に
備
へ

之
に
代
る
も
の
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
八
十
一
戸
を
試
験
的
に
誘
入
し
た
。
彼
等
は
固
よ
り
貧
民
で
あ
っ
た
為
に
渡
航
賓
と
食
住
は
耕
主
が
負
担
し
た
が
自
白
人
で

あ
る
の
で
利
己
心
に
訴
へ
て
勤
労
さ
せ
る
事
も
可
能
な
為
に
、
渡
航
費
前
貸
、
一
年
間
の
食
費
貸
与
、
コ
ー
ヒ
ー
植
付
土
地
の
割
当
、
余
作
地
の
貸
与
、
収
穫
コ

ー
ヒ
ー
の
折
半
但
し
労
働
者
帰
属
分
は
時
価
を
以
て
耕
主
に
売
却
す
る
を
強
制
す
る
。
家
屋
や
牧
場
に
は
少
額
の
賃
料
を
課
す
る
事
等
を
条
件
と
し
た
。
こ
の
方

式
で
は
未
だ
奴
隷
制
度
が
存
し
て
ゐ
た
の
で
白
人
の
自
尊
心
を
傷
け
る
点
も
あ
り
叉
耕
主
の
取
分
も
、
過
少
で
応
勺
た
為
に
失
敗
し
た
が
、
一
八
四
七
年
同
じ
く
分

益
法

P
2
2
2
を
採
っ
て
独
逸
人
四
百
人
八
十
戸
を
自
耕
地
に
誘
致
す
る
計
画
を
立
て
、
政
府
は
渡
航
費
大
人
四
十
ピ
ア
ス
ト
ル
、
子
供
、
老
人
半
額
の
前
貸

を
し
コ
一
年
目
に
償
還
せ
し
め
、
船
主
に
も
二
十
ピ
ア
ス
ト
ル
の
償
金
を
与
へ
、
叉
刻
、
去
は
移
民
に
対
し
契
約
労
働
者
と
し
て
そ
の
地
方
一
般
の
給
料
を
与
へ
た
。

耕
主
で
あ
る
グ
エ
ル
グ

1

P
会
社
と
移
民
の
労
働
契
約
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
二
条

グ
エ
会
社
の
義
務

会
社
は
政
府
支
出
の
渡
航
費
を
償
還
す
る
が
移
民
は
之
に
責
任
を
有
す
。

会
社
は
一
定
の
コ
ー
ヒ
ー
植
付
地
を
交
付
す
る
。
移
民
は
茶
手
入
、
コ
ー
ヒ
ー
採
取
及
改
善
を
行
ふ
も
の
と
す
る
。

四

会
社
は
請
負
地
域
内
に
一
定
の
土
地
を
貸
与
す
る
。
移
民
は
そ
の
土
地
に
食
糧
ロ
聞
を
以
穫
す
る
目
的
を
以
っ
て
栽
培
し
得
る
。

会
社
は
移
民
の
サ
シ
ト
ス
及
び
耕
地
に
達
す
る
迄
に
要
す
る
費
用
を
前
貸
並
に
食
糧
以
種
迄
食
費
を
貸
与
す
る
。

第
三
条

契
約
労
働
者
の
義
務

請
負
コ
ー
ヒ
ー
の
除
草
?
と
収
描
伎
を
行
ふ
。

収
穫
に
伴
ふ
出
荷
準
備
す
る
事

四

受
持
樹
中
枯
死
し
た
も
の
L
補
綴

五

政
府
よ
り
前
貸
を
受
け
た
渡
航
費
念
会
社
に
払
込
み
二
年
後
は
残
に
対
し
法
定
利
子
を
支
払
ふ
。

一
年
の
純
益
の
一
半
を
渡
航
費
支
弁
に
当
つ
。

中

/、

ヨ王



ヨ王

第
四
条

収
穫
コ
ー
ヒ
ー
は
会
社
が
売
り
売
高
の
一
半
は
会
社
に
於
て
差
引
き
他
の
一
半
を
契
約
者
に
交
付
す
る
。

会
社
は
移
民
の
余
作
物
に
対
し
何
等
の
権
利
な
き
も
自
家
、
消
費
以
外
の
分
又
は
他
に
売
却
し
た
場
合
に
は
そ
の
半
額
を
受
け
る
権
利
を
有
す
。

第
六
条
移
民
が
契
約
に
忠
な
る
時
は
会
社
は
探
り
に
契
約
を
破
棄
し
得
手
、
移
民
は
負
債
を
支
払
ふ
時
は
移
転
の
自
由
あ
り
。

第
六
条
は
恰
も
奴
毅
の
身
代
金
を
連
想
せ
し
め
る
処
か
ら
や
が
て
改
善
さ
れ
た
が
、
第
四
条
に
み
る
如
き
分
益
農
的
性
格
は
メ
ヤ
1

・
カ
フ
エ
ー
ハ
コ
)
ヒ
1

半
分
の
意
で
成
圏
の
除
草
を
請
負
ひ
収
穫
コ
ー
ヒ
ー
を
耕
、
去
と
折
半
し
て
之
を
賃
金
と
す
る
形
式
U

や
新
鼠
造
成
の
請
負
(
賃
金
に
は
間
作
収
入
と
初
年
度
収
穫

コ
ー
ヒ
ー
を
以
て
充
て
る
形
式
)
の
形
式
で
今
日
迄
存
続
し
、
叉
別
に
一
八
六

O
年
頃
か
ら
之
を
近
代
賃
金
形
式
に
修
正
し
た
除
草
請
負
本
数
に
応
じ
た
賃
金
と

第
五
条

収
穫
袋
数
に
応
じ
た
出
来
高
払
賃
金
を
予
約
し
て
労
働
契
約
を
結
ぶ
現
行
コ
ロ
ノ
形
式
が
産
れ
た
。

信
一
八
五

O
年
以
来
黒
奴
輸
入
が
絶
へ
た
の
で
、
国
の
補
助
で
欧
人
移
民
を
誘
致
す
る
植
民
会
出
が
次
々
と
誕
生
し
た
が
、
そ
の
殆
ど
は
単
な
る
土
地
会
社
と

化
し
、
従
っ
て
、
移
住
植
氏
地
の
成
立
に
は
役
立
っ
た
が
、
目
的
と
す
る
労
力
供
給
の
役
を
呆
し
た
も
の
は
皆
無
に
近
か
っ
た
。
但
し
個
人
が
国
や
州
と
欧
人
誘

uu一

入
契
約
を
結
ん
だ
例
は
斎
藤
両
に
よ
れ
ば
一
八
五

O
t
七
五
年
の
聞
に
一
ニ
十
例
も
あ
る
。
政
府
自
ら
も
叉
在
外
官
憲
に
文
査
を
送
っ
て
移
民
の
啓
蒙
に
当
ら
せ
た

が
、
そ
の
文
書
に
よ
っ
て
み
る
と
現
慣
行
は
亭
く
も
法
定
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
。
第
一
文
書
一
入
八
九
年
「
無
料
輸
送
、
無
料
宿
泊
、
到
着
後
は
日
給
労

働
者
、
請
負
労
働
者
、
小
地
主
た
る
も
自
由
、
家
族
移
民
」
、
第
二
文
書
同
年
「
非
農
民
の
送
還
等
」

サ
シ
・
バ
ウ
ロ
州
の
コ
ー
ヒ
ー
圏
中
自
家
労
働
を
以
て
す
る
零
細
な
園
含
除
き
、
他
か
ら
労
働
者
を
入
れ
て
経
営
す
る
普
通
の
園
に
就
て
み
る
と
、
我
々
は
新

国
造
成
の
場
合
と
成
園
の
場
合
に
労
働
契
約
に
明
か
な
別
を
見
出
す
。
メ
ヤ
1

・
カ
フ
エ
ー
は
一
去
は
ー
そ
の
中
間
形
式
と
云
へ
う
。

(3) (5) (4) (2) 

中
島
総
領
事
報
告

移
民
情
報

昭
和
六
年
二
月

斎
藤
書
記
生
調
査

伯
国
植
民
史

問問

E 

ナ
ポ
レ
オ
シ
に
追
は
れ
、
女
王
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
避
れ
、
一
八

O
八
年
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ヤ
ネ
イ
ロ
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
首
府
と
し
た
。
一
八
一
五
年
、
ブ

ラ
ジ
ル
を
玉
国
と
し
、
女
王
、
そ
の
王
位
を
兼
ね
た
。
一
八
二
二
年
独
立

伯
国
移
植
民
史

(6) 

伺



(8) (7) 

同伯
国
移
植
民
史

加)三
、
新
園
造
成
の
労
働
契
約

地
主
で
あ
る
固
ま
が
米
墾
地
を
提
供
し
て
之
に
コ
ー
ヒ
ー
を
極
付
け
て
成
園
と
す
る
迄
の
作
業
を
労
働
者
に
請
負
は
し
め
!
l
i
そ
れ
故
に
彼
等
は
イ
Y
プ
レ

1

(
請
負
者
の
意
〕
と
呼
ば
れ
る

l
l満
期
に
は
成
樹
斎
き
の
成
鼠
の
返
還
を
受
け
る
形
式
。
コ
ー
ヒ
ー
は
四
年
目
か
ら
結
実
し
て
収
穫
齢
に
入
る
が
、
隔
汗
結
果

テ
ロ
性
が
強
烈
な
為
に
五
年
目
の
休
み
年
で
満
期
と
な
る
を
避
け
て
普
通
は
四
年
叉
は
六
年
を
期
限
と
す
る
。
但
し
一
ヶ
年
御
礼
奉
公
を
し
て
五
年
で
退
耕
す
る

室
、
十
年
を
超
す
者
も
あ
る
と
一
三
。
地
、
王
の
得
る
賃
貸
阿
君
主
部
分
は
成
田
国
を
得
る
痛
で
労
働
者
の
得
る
も
の
は
満
期
迄
の
間
作
以
入
の
全
部
と
収
穫
コ
ー
ヒ

ー
の
全
部
が
主
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
成
樹
一
本
当
り
で
手
入
賃
も
貰
ら
へ
る
o
例
へ
ば
満
期
に
は
一
株
に
就
き
邦
貨
二
十
銭
を
与
へ
ら
れ
反
対
に
欠
樹
に
は
一

株
五
十
銭
を
差
引
か
れ
る
o
然
し
盟
主
か
ら
云
へ
ば
本
来
の
こ
の
形
式
は
安
価
な
未
墾
地
の
提
供
丈
け
で
他
に
資
金
を
要
せ
子
し
て
四
年
後
に
は
成
園
を
入
手
す

る
の
が
犯
で
あ
る
か
ら
、
手
入
賃
を
用
意
せ
・
ね
ば
な
ら
な
い
こ
の
仕
方
は
原
則
で
は
な
い
。

こ
の
形
式
を
労
働
者
側
か
ら
一
五
へ
ば
、
契
約
の
初
年
度
は
開
拓
と
整
地
、
播
種
等
土
地
に
附
着
し
て
結
局
は
地
主
に
帰
し
て
し
ま
ふ
作
業
に
労
働
の
殆
ど
が
食

は
れ
て
自
分
の
取
分
と
な
る
間
作
之
莱
に
振
向
け
得
る
労
力
が
甚
だ
少
く
な
る
上
に
そ
の
間
作
の
行
は
れ
る
土
地
も
新
地
で
あ
っ
て
生
産
力
も
低
い
か
ら
同
一
条

件
で
は
四
年
契
約
は
六
年
契
約
に
比
し
て
這
に
不
利
と
な
る
。
そ
れ
が
為
に
四
年
契
約
で
は
森
林
の
開
拓
、
整
地
は
地
主
が
負
担
し
、
六
年
契
何
で
は
イ
シ
プ
レ

ー
テ
ロ
自
が
負
担
す
る
慣
と
な
っ
た
。
こ
の
豪
か
ら
イ
シ
プ
レ

1
テ
ロ
は
六
年
契
約
で
は
開
拓
、
整
地
費
と
間
作
収
入
の
あ
る
迄
の
生
活
費
と
の
、
為
に
相
当
の
資

金
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
反
之
し
て
四
年
契
約
で
は
そ
の
必
要
の
な
い
の
み
な
ら
ず
生
活
費
前
貸
の
恩
典
も
行
は
れ
る
。
故
に
梢
働
者
は
手
持
資
金
等
差
唱

慮
し
て
四
一
年
な
り
六
年
な
り
の
契
約
を
結
ぶ
で
あ
ら
う
o
十
年
契
約
で
は
四
年
以
降
即
ち
成
園
に
な
っ
て
か
ら
は
歩
合
制
に
切
換
へ
何
と
一
式
ふ
o

次
に
山
田
氏
村
山

記
す
例
を
上
げ
る
。

四
年
契
約
例

一
、
請
負
者
は
コ
ー
ヒ
ー
二
万
株
を
熔
種
し
、
四
ヶ
年
間
某
手
入
を
な
し
満
期
に
成
樹
を
地
主
に
引
渡
す

二
、
裁
場
様
式
は
耕
主
の
指
示
に

主主



主主
回

回
、
地
主
は
伐
木
整
地
穴
婚
を
す
る
五
、
請
負
者
が
伐
木
後
播
穏
す
る
時
は
一
株
四
銭
を
地
生
が
支
払
ふ
六
、
請
負
者

は
穴
の
掃
除
、
下
校
、
新
芽
を
除
き
年
七
回
除
草
七
、
欠
株
の
補
植
入
、
受
負
五
千
本
に
就
き
余
作
地
一
ア
ル
ケ
リ
を
貸
与
九
、
住
宅
は
請
負
人
の
負
拘

一
O
、
年
限
内
の
コ
ー
ヒ
ー
は
凡
て
請
負
人
の
所
得
。

よ
る

三
、
苗
木
の
ふ
た
木
す
る

但
し
資
材
は
耕
主
が
供
給

六
年
契
約
例

一
、
耕
、
王
は
井
戸
、
コ
ー
ヒ
ー
種
子
を
提
供

二
、
請
負
人
は
森
林
伐
採
よ
り
植
付
ま
で
を
行
ふ

、
年
限
内
の
コ
ー
ヒ
ー
は
凡
て
請
負
人

の
所
得

回
、
請
負
人
は
自
己
勘
定
で
四
年
請
負
人
を
入
れ
る
事
が
出
来
る
、
等
。

如
部
州
新
園
造
成
の
諸
条
件
に
就
て
は
僅
か
に
そ
の
期
限
の
点
で
コ
ー
ヒ
ー
樹
自
体
か
ら
の
制
約
が
あ
る
丈
け
で
そ
の
他
の
諸
条
件
は
殆
ど
資
金
面
の
考
慮
か
ら

生
れ
て
ゐ
る
が
、
反
之
成
園
に
就
て
の
諸
条
件
は
殆
ど
コ
ー
ヒ
ー
の
裁
培
技
術
の
規
定
す
る
処
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
与
に
煩
を
厭
は
ず
之
を
一
記
さ
う
。

コ
ー
ヒ
ー
は
取
木
、
挿
木
、
接
木
、
実
生
の
何
れ
で
も
出
来
る
が
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
普
通
は
実
生
で
、
之
れ
に
も
定
植
地
に
穴
(
コ

1
バ
)
を
掘
り
中
に
二
十
粒

位
を
播
種
し
、
後
四
本
に
間
引
く
方
法
と
木
蔭
に
遣
い
た
寵
製
移
植
鉢
(
ジ
ャ
け
)
に
播
種
し
後
四
、
五
本
に
間
引
い
た
健
商
を
穏
健
コ

1
バ
に
移
倍
す
る
方
法

と
が
あ
る
。
大
規
模
開
園
に
は
前
者
、
成
園
に
於
け
る
欠
株
の
補
値
程
度
は
後
者
に
よ
る
。
コ

1
パ
の
作
業
は
縦
横
高
一
口
八
の
穴
を
掘
り
、
縁
に
土
盛
す
る
か
蒋

を
切
っ
て
水
を
肪
ぎ
、
細
木
を
渡
し
て
日
光
の
直
射
と
乾
と
霜
か
ら
苗
を
衛
っ
て
二
、
一
二
年
間
手
入
れ
す
る
入
手
に
よ
る
作
楽
で
あ
る
。
斯
う
し
た
四
、
五
本
の

苗
を
相
寄
り
成
育
さ
せ
て
一
株
に
す
る
。
各
株
間
は
四
米
位
、
一
町
歩
に
七
、
八
百
本
(
株
)
八
・
九
・
十
月
に
開
花
、
従
っ
て
五
、
t
八
月
ま
で
が
摘
採
期
、
同

じ
枝
に
黙
度
の
異
る
笑
が
付
い
て
居
る
。

A

除
草
は
十
月

t
四
月
、
人
力
で
鍬
で
す
る
の
は
突
を
付
け
た
下
授
と
根
を
傷
め
な
い
為
で
あ
る
。
除
草
し
た
草
は

樹
根
に
堆
積
し
て
肥
料
と
し
併
せ
て
表
土
の
流
亡
と
同
一
十
害
の
防
止
の
役
を
果
さ
せ
る
。
三
、
四
月
と
も
な
れ
ば
摘
採
に
備
へ
て
樹
根
に
寄
せ
た
草
や
腐
蝕
土
を
掻

き
出
し
同
時
に
樹
聞
の
表
土
も
援
寄
せ
て
之
れ
を
条
問
に
小
山
と
盛
り
上
げ
る
山
立
て
作
業
が
あ
る
o
山
立
ま
で
に
欠
株
の
補
植
、
穴
掃
除
、
新
芽
摘
取
り
、
不

用
株
の
伐
取
り
等
の
諸
作
業
が
あ
る
が
、
初
の
二
は
除
草
者
の
当
然
の
仕
事
で
第
三
は
命
ぜ
ら
れ
る
事
も
あ
る
程
度
、
第
四
は
全
免
が
慣
で
あ
る
。
収
穫
後
山
立

し
て
お
い
た
雑
物
を
圏
内
一
円
に
拡
げ
る
か
或
は
樹
根
に
寄
せ
る
山
撒
し
が
あ
る
、
是
等
が
除
草
手
入
(
略
称
除
草
〉
作
業
の
内
容
で
あ
る
。

B

収

穫

山

立

て
後
清
掃
さ
れ
た
地
上
に
議
ち
て
居
る
突
を
掻
集
め
る
下
掃
き
作
業
は
労
働
者
が
監
督
に
引
率
さ
れ
て
現
場
に
赴
き
戸
毎
に
数
既
を
指
定
さ
れ
て
行
ふ
。
本
摘
採

も
同
様
引
卒
さ
れ
て
指
定
地
区
の
木
に
就
て
行
ふ
。
片
足
を
幹
ま
で
枝
を
抑
別
け
て
入
り
枝
一
元
迄
手
を
突
込
ん
で
し
ご
く
か
校
合
叩
い
て
落
す
。
黙
度
様
々
な
実



や
小
枝
や
葉
が
混
っ
て
む
る
の
で
筒
別
し
各
自
の
名
札
付
の
袋
に
詰
め
て
道
に
出
す
。
八
月
中
旬
今
一
度
下
掃
へ
し
て
収
穫
を
了
へ
、
後
山
撤
し
を
行
っ
て
一
農

年
が
終
は
る
o

C

調
整
袋
は
調
整
場
け
い
運
ば
れ
、
乾
燥
、
精
選
さ
れ
入
庫
、
出
荷
の
段
取
り
と
な
る
o

D

そ
の
他
苗
床
仕
立
て
、
大
工
、
鍛
冶
、
造
粉
、

道
路
修
理
等
圏
直
属
の
各
作
業
も
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
附
帯
す
る
。
こ
の
他
に
是
に
直
接
関
係
は
な
い
が
コ
ー
ヒ
ー
労
働
者
の
必
ず
従
事
す
る
も
の
に
間
作
亦
は
余

作
と
家
畜
飼
養
と
日
給
労
働
が
あ
る
o
E

間
作
亦
は
余
作
聖
州
の
コ
ー
ヒ
ー
は
他
品
種
程
陰
樹
を
要
さ
な
い
て
フ
ピ
カ
で
あ
る
よ
に
気
候
が
幸
し
て
陰
滋
な

し
で
栽
培
せ
ら
れ
る
か
ら
四
年
目
ま
で
の
新
園
で
は
条
聞
に
優
に
間
作
が
出
来
、
反
之
五
年
以
上
の
旧
鼠
と
な
る
と
既
に
下
授
が
延
び
て
居
る
上
に
収
穫
準
備
の

山
立
は
三
、
四
月
よ
り
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
作
付
物
に
制
約
が
震
か
れ
る
か
ら
普
通
は
間
作
地
に
代
へ
て
別
の
畑
を
与
へ
、
請
負
作
業
に
差
支
へ
な
き
限
り
自

家
畜
飼
養
は
豚
と
鶏
日
給
労
働
は
余
限
に
調
整
場
や
道
路
修
理
等
に
日
傭
に
出
る
事
で
あ
る
J

由
に
耕
作
せ
し
め
そ
の
果
実
を
与
へ
る
。

F

G 

助
移
民
地
事
情
昭
和
一

0
年
四
三
一
頁

剛
山
田
湯
之
助
ブ
ラ
ジ
ル
を
直
視
し
て
二
九
二
頁

凶
仰
山
田
同
書
二
九
一

t
二
九
四
頁

間
外
務
省
通
商
局
因
調
勲
伯
国
経
済
事
情
ト
在
伯
邦
人
状
態
ノ
経
済
的
観
察

側
樹
陰
に
苗
床
カ
シ
テ
1

ロ
を
作
り
、
補
種
用
の
育
苗
を
す
る

回

H

且
思
惑
の
時
に
は
、
ヅ
ル
マ
ハ
日
雇
隊
)
を
傭
っ
て
、
コ
ロ
ノ
は
先
き
に
下
掃
し
、
す
ル
マ
が
後
か
ら
山
立
寸
る
方
訟
を
と
る
ρ

拓
務
時
報

年
一
月
一
九
五
頁

四
四
五
頁

t
四
六

O
頁

昭
和
八

四
、
成

園

の

労

働

契

来守

，，， 

に
分
額
し
得
る
。
一
一
一
の
精
選
所
就
中
乾
燥
場
作
業
や
四
の
大
工
、
鍛
冶
、
石
工
、

馬
方
等
は
特
技
や
そ
れ
迄
で
な
く
と
も
経
験
の
要
る
仕
事
で
栽
培
の
余
暇
に
出
来
る
程
度
を
超
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
遣
に
は
食
事
付
と
無
し
と
の
差
は
あ
る

が
、
何
れ
に
し
て
も
住
宅
の
貸
与
と
十
時
間
労
働
制
で
週
、
半
月
叉
は
月
極
の
賃
金
契
約
凸
。
回
言
。
ぎ
骨
密
-
2
Z
で
経
験
労
働
者
が
専
門
に
従
事
す
る
。
一
一
の

収
穫
に
は
年
常
雇
で
あ
る
コ
ロ
ノ
が
契
約
に
基
い
て
必
ず
従
品
草
す
る
。
普
通
こ
の
時
期
は
労
力
に
不
足
す
る
の
で
、
コ
ー
ヒ
ー
摘
採
契
約
め
C
2
2
2む
含

成
国
の
労
働
は

一
、
除
草
子
入

二
、
収
穫

三
つ
調
整

四
、
そ
の
他

2王
豆王



五
六

kv阿
国
国
}
冨
L
C
H
E

を
給
ん
だ
労
働
者
を
短
期
聞
入
れ
る
。
日
雇
隊
が
専
業
で
之
に
当
る
事
も
あ
る
が
、
そ
の
契
約
は
コ
ロ
ノ
と
同
検
。
一
の
除
草
は
コ
ロ
ノ
契
約

の
。
昆
告
さ
含
め
C
問
。
目
。
を
結
ん
で
圏
内
に
居
住
す
る
一
長
年
契
約
労
働
者
コ
ロ
ノ
の
な
す
の
が
原
則
で
、
不
足
の
時
は
単
独
制
の
カ
マ
ラ
ダ
や
組
制
の
ツ
ル
マ

を
入
れ
る
。
伶
コ
ー
ヒ
ー
は
ホ
1

y
報
告
に
よ
る
と
昭
和
二
十
四
年
か
ら
不
足
に
転
じ
、
二
十
八
年
の
大
霜
一
答
以
来
は
そ
れ
は
深
刻
で
あ
る
。
栽
培
方
法
に
受
化

が
な
い
の
で
手
労
働
に
対
し
て
現
在
は
烈
し
い
需
要
が
あ
る
。

一
六
頁

(lG) 

拓
務
時
報

昭
和
六
年
六
月

ゴ
ロ
ノ
な
る
証
聞
は
、
コ
ー
ヒ
ー
、
棉
花
、
甘
薦
、
バ
十
十
園
で
用
ひ
ら
れ
る
。

(17) 

海
本
副
領
事

ヨ
ロ
ノ
之
研
究

一
一
四
頁

外
務
省
通
商
局

玉、

::t 

ロ

ノ

を
喜
多
氏
手
札
U
よ
っ
て
知
ら
う
。
「
コ
ロ
ユ
ア
と
一
五
ふ
家
が
ず
っ
と
立
並
ん
で
居
る
。
こ
れ
は
四
間
に
九
問
、
中
を
仕
切
っ
て
二
家
族
が

住
む
。
二
月
十
五
日
到
着
、
翌
十
六
日
に
白
米
一
俵
、
パ

γ
粉
一
俵
、
砂
糖
十
六
賞
、
，
塩
、
漬
物
、
玉
、
不
ギ
、
池
等
を
貰
ふ
o
仕
事
の
時
閣
の
厳
し
い
の
に
は
驚
、

い
た
。
十
六
日
朝
か
ら
監
督
が
来
て
仕
事
に
出
よ
と
一
去
は
れ
、
コ
ー
ヒ
ー
畑
に
案
内
さ
れ
た
。
家
族
数
に
ム
ロ
は
せ
て
私
は
四
千
本
、
・
利
太
郎
様
は
六
千
本
と
決
め

ら
れ
た
。
除
草
賃
千
本
当
二
五

O
ミ
ル
、
六
月
一
日
か
ら
実
採
り
、
之
は
前
の
請
負
金
の
外
前
故
、
沢
山
と
れ
ば
と
る
丈
け
身
入
が
よ
い
の
で
す
。
一
袋
一
ミ
ル

半
。
近
頃
は
慣
れ
て
七
・
八
袋
、
ち
ょ
っ
と
あ
る
筋
に
か
込
る
と
十
袋
も
と
れ
る
。
朝
六
時
に
鐙
を
合
図
に
家
を
出
る
。
少
し
で
も
遅
い
と
監
督
が
呼
び
に
来
る

(
病
気
で
な
く
て
家
に
引
込
ん
で
居
る
と
罰
金
五
ミ
ル
:
仕
事
の
都
合
で
は
十
ミ
ル
と
ら
れ
る
)
妻
子
は
昼
食
を
携
へ
て
九
時
に
畑
に
来
る
。
九
時
一
プ
ツ
パ
の
合

図
で
朝
食
、
十
二
時
ま
で
休
な
し
、
ご
一
時
の
ラ
ッ
パ
で
女
と
子
供
帰
宅
、
男
は
六
時
ま
セ
働
く
o
土
曜
は
三
時
迄
、
コ
ー
ヒ
ー
突
を
入
分
取
っ
て
今
二
分
で
一
袋

に
な
る
処
で
も
ラ
ッ
パ
が
鳴
れ
ば
そ
の
二
分
を
取
ら
ず
に
戻
る
。
七
十
一
家
族
二
五

O
人
が
毎
日
間
じ
畑
で
仕
事
を
す
る
か
ら
愉
快
だ
o
こ
の
耕
地
は
コ
ー
ヒ
ー

樹
大
き
く
間
作
の
余
地
少
い
の
で
一
家
当
一
町
歩
の
余
作
地
を
貰
ら
っ
た
。
植
付
さ
へ
す
れ
ば
土
地
は
二
町
で
も
三
町
で
も
喜
ん
で
呉
れ
る
。
食
糧
や
日
用
品
ま

で
全
部
月
始
め
に
渡
さ
れ
る
」
叉
原
中
氏
乎
記
に
よ
る
と
「
土
曜
は
一
時
か
ら
休
み
、
日
曜
は
全
休
、
金
の
乏
し
い
者
に
は
園
側
で
貸
売
す
る
。
労
働
手
援
を
持

参
し
耕
地
所
属
克
服
ア
ル
マ
ゼ
シ
に
行
く
」

コ
ロ
ノ
の
概
観



立
ロ
ノ
契
約
は
前
手
記
の
一
訴
す
如
く
に
、
一
長
年
を
期
間
と
し
て
何
千
本
の
ハ
植
は
っ
て
ゐ
る
地
区
の
)
除
草
子
入
を
請
負
ひ
併
せ
て
収
穫
労
働
に
服
す
る
と

一
式
ふ
コ
ロ
ノ
側
の
給
付
に
対
し
、
住
宅
、
間
作
地
(
叉
は
余
作
地
U

附
り
家
畜
飼
育
権
の
無
料
貸
与
な
る
現
物
給
与
と
よ
記
基
本
除
草
請
負
樹
数
千
本
当
り
何
ミ

ル
の
請
負
除
草
賃
と
出
来
高
一
袋
当
何
ミ
ル
の
摘
採
賃
と
か
ら
成
る
現
金
給
与
と
一
五
ふ
耕
主
側
の
反
対
給
付
と
を
主
部
分
と
し
て
成
立
す
る
o
従
て
そ
の
内
容
は

次
の
六
の
面
か
ら
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
契
約
の
一
年
制
契
約
が
除
草
を
基
と
し
た
以
よ
、
年
度
内
の
除
草
効
果
は
収
穫
に
よ
っ
て
完
了
し
て
次
年
度
に
持
越
さ
れ
な
い
か
ら
期
間
は
一
農
年

(
普
通
十
月
一
日
か
ら
九
月
末
ま
で
U

を
原
則
と
す
る
。
従
っ
て
一
泊
、
数
日
、
数
週
間
と
一
民
ふ
風
な
短
期
不
定
の
契
約
・
で
雇
傭
さ
れ
る
者
は
、
全
く
問
-
の
仕

事
を
し
て
も
コ
ロ
ノ
と
は
一
去
は
な
い
。
こ
の
間
の
事
情
は
横
沢
氏
子
一
一
一
誌
に
明
で
あ
る
。
即
ち
、
「
弘
は
十
二
月
二
十
五
日
に
現
地
に
着
い
た
が
、
長
年
の
中
途
で

あ
っ
た
か
ら
次
年
の
九
月
ま
で
契
約
獲
で
な
く
て
日
雇
と
し
て
日
給
で
働
き
、
十
月
か
ら
慾
々
コ
ロ
ノ
契
約
を
結
び
、
一
家
で
五
二

O
O本
の
コ
ー
ヒ
ー
木
の
除

草
を
請
負
っ
た
o
」

除
草
者
か
兼
て
収
穫
労
働
者
で
あ
る
事
、
一
農
年
は
除
草
に
始
ま
っ
て
山
立
て
、
下
掃
き
、
本
摘
採
、
下
掃
、
山
撒
し
で
完
了
す
る
。
即
ち
収
穫
作
業
を

挟
ん
で
山
立
て
、
山
撒
し
な
る
除
草
子
ス
作
業
が
あ
る
。
従
っ
て
除
草
を
請
負
っ
た
コ
ロ
ノ
が
山
立
ま
で
を
了
へ
て
後
の
山
撒
し
を
開
始
す
る
迄
の
除
草
休
止
期

を
徒
食
し
な
い
様
に
そ
の
期
間
に
行
は
れ
る
収
穫
作
業
に
従
ふ
は
極
め
て
自
然
で
あ
り
又
耕
主
と
し
て
も
手
近
の
2

F

/

を
雇
傭
す
る
は
同
じ
く
自
然
で
あ
る
。

そ
し
て
除
草
も
収
穫
も
共
に
不
黙
練
労
働
で
あ
る
の
で
除
草
者
が
必
ず
収
穫
作
業
に
従
ふ
慣
習
は
無
理
な
く
成
立
す
る
。
一
方
コ
ロ
J

は
コ
ロ
ニ
ヤ
(
住
宅
地

区
)
内
で
相
隣
り
し
て
密
居
生
活
を
し
て
居
り
、
作
業
に
当
つ
て
は
除
草
の
時
も
収
穫
の
時
も
監
督
に
よ
っ
て
適
宜
の
総
に
纏
め
ら
れ
、
引
率
さ
れ
て
、
時
、
所

方
法
等
を
指
示
さ
れ
て
之
を
為
す
o
故
に
作
業
の
能
率
上
コ
ロ
ノ
相
互
も
コ
ロ
ノ
の
監
督
の
聞
も
滑
ら
か
で
な
け
品
川
仙
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
相
互
の
熟
知
が
要

。

り
、
そ
れ
に
は
一
年
毎
に
組
替
へ
る
よ
り
多
年
制
の
宜
し
い
の
は
論
を
ま
た
な
い
。
然
る
に
除
草
に
就
て
は
手
労
働
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
道
具
も
従
て
作

業
方
法
に
も
進
歩
が
な
い
の
で
必
要
労
働
量
は
毎
年
殆
ど
一
定
で
あ
る
o
故
に
耕
主
は
等
主
の
労
働
を
確
保
す
る
が
、
為
に
年
毎
に
募
集
費
を
か
け
た
り
、
或
ひ
は

叉
新
コ
ロ
ノ
の
労
働
能
率
は
低
い
か
ら
、
必
ず
や
基
本
請
負
本
数
は
少
な
い
の
で
、
こ
の
事
に
よ
っ
て
耕
主
は
重
い
負
担
を
負
ふ
(
後
一
記
)
故
に
之
を
繰
返
す
周
回

を
さ
け
、
更
に
は
一
年
制
は
コ
ロ
/
の
争
奪
か
ら
そ
の
賃
金
の
吊
上
げ
を
賓
ら
す
傾
を
持
つ
か
ら
当
然
に
契
約
は
多
年
制
と
し
た
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
o
二
年

主五
七



互主

ノ九

制
が
耕
主
側
か
ら
要
望
さ
れ
る
の
は
此
る
理
由
が
主
で
あ
る
ら
し
い
。
然
し
耕
、
王
と
臨
も
一
年
制
に
よ
っ
て
始
め
て
一
ヶ
年
を
経
た
後
の
ヨ
ロ
ノ
家
族
構
造
の
受

化
や
割
引
練
に
適
合
さ
せ
た
本
数
を
請
負
は
せ
得
る
か
ら
、
必
ず
し
も
一
年
制
は
耕
、
去
に
不
利
と
は
云
へ
な
い
。
コ
ロ
ノ
側
か
ら
云
へ
ば
、
一
ヶ
年
で
返
耕
の
自
由

を
得
る
事
は
好
条
件
を
求
め
て
他
簡
に
移
ら
ん
と
す
る
時
ゃ
、
独
立
せ
ん
と
す
る
時
は
固
よ
り
契
約
を
更
新
し
て
重
ね
て
同
一
耕
地
に
止
ま
ら
ん
と
す
る
時
で
も

労
働
の
受
化
に
応
じ
て
請
負
本
数
を
増
減
出
来
る
の
で
好
都
合
で
あ
る
。
コ
ロ
ノ
保
護
の
見
地
か
ら
労
裁
手
帳
は
之
を
法
定
し
た
。

除
草
、
収
穫
、
カ
マ
ラ
ダ
毎
に
賃
金
制
度
の
別
建
な
事

除
草
に
就
て
は
新
た
に
コ
ロ
ノ
た
ら
ん
と
す
る
者
は
閏
よ
り
そ
の
健
次
年
度
も
そ
れ
を
続
け
ん

と
す
る
者
も
品
目
年
の
当
初
に
家
族
労
働
で
請
負
ひ
得
る
本
数
を
契
約
す
る
o
こ
の
請
負
制
に
よ
っ
て
ヨ
ロ
ノ
は
コ
ー
ヒ
ー
の
豊
凶
や
相
場
の
如
何
に
拘
は
ら
ず
労

賃
以
入
が
予
定
出
来
、
一
方
除
草
所
要
労
働
は
年
み
一
定
で
ゐ
る
か
ら
予
測
附
来
る
の
で
耕
主
も
亦
コ
ロ
ノ
毎
の
能
率
を
考
慮
し
て
何
戸
か
の
者
に
請
負
は
す
事

に
よ
っ
て
作
業
の
完
成
と
そ
れ
の
為
の
支
出
を
予
算
し
得
る
。
反
之
し
て
収
穫
に
就
て
見
る
と
、
こ
れ
に
は
除
草
労
働
な
ら
ば
役
に
立
た
な
い
女
、
子
供
、
老
人

も
夫
々
身
長
や
体
力
に
適
し
た
作
業
を
分
担
し
得
る
か
ら
一
戸
の
除
草
能
力
が
そ
の
ま
L
摘
採
り
能
力
で
は
な
い
し
叉
コ
ー
ヒ
ー
は
収
穫
適
期
の
巾
が
広
く
一
圏

内
に
正
に
適
期
の
も
の
も
多
少
そ
れ
に
聞
の
あ
る
も
の
も
並
び
植
は
っ
て
ゐ
る
か
ら
之
を
熱
度
を
追
ふ
て
遂
次
集
中
的
に
労
力
を
用
ふ
る
処
に
大
規
模
経
営
の

長
所
が
あ
る
の
で
如
何
に
し
て
も
或
る
コ
ロ
ノ
の
除
草
し
た
処
と
収
穫
し
た
処
の
不
一
致
は
一
般
と
な
る
。
そ
れ
で
耕
主
は
今
や
山
立
を
了
へ
て
之
れ
か
ら
収
穫

に
入
ら
う
と
す
る
コ
ロ
ノ
を
彼
の
請
負
区
か
ら
解
放
し
て
単
な
る
労
働
者
の
資
格
に
訂
正
し
て
之
を
自
ら
掌
握
し
、
改
め
て
之
を
指
揮
監
督
し
て
収
穫
に
当
ら
せ

た
。
そ
し
て
こ
の
監
督
が
あ
る
限
り
出
来
高
払
制
で
も
根
や
校
の
損
傷
や
採
り
残
し
な
ど
を
防
ぎ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
し
収
穫
作
業
に
移
行
し
た
コ
ロ
ノ
労
働
力

が
所
要
労
働
量
と
一
致
す
る
は
極
め
て
偶
然
の
事
で
あ
る
の
で
耕
主
は
コ
ロ
ノ
の
利
己
心
に
一
訴
へ
る
出
来
高
払
制
に
よ
っ
て
労
働
力
に
弾
力
性
を
与
へ
、
之
に
よ

っ
て
労
力
不
足
の
時
は
彼
等
の
労
働
強
化
に
よ
り
、
過
剰
の
時
は
別
段
の
補
償
の
負
担
を
負
は
な
く
て
滋
ま
し
得
る
。
請
負
っ
た
除
草
子
入
作
業
期
間
の
中
に
収

穫
作
業
が
割
込
ん
で
居
て
併
も
間
作
業
が
コ
ロ
ノ
の
必
ず
兼
ね
行
ふ
か
ら
こ
の
二
作
業
の
勘
定
が
一
括
し
て
計
算
さ
れ
て
よ
い
様
に
も
不
拘
勘
定
の
別
建
な
理
由

は
こ
与
に
あ
る
。
カ
マ
ラ
ダ
は
日
給
制
で
前
二
者
と
明
に
別
建
で
あ
る
。

四
貨
幣
賃
金
と
現
物
給
与
の
関
係
耕
主
の
支
払
ふ
実
質
賃
金
は
貨
幣
と
現
物
の
合
計
か
ら
成
る
。
こ
れ
は
貨
幣
部
分
を
減
ず
る
に
は
現
物
給
与
を
増
せ
ば

よ
い
と
云
ふ
関
係
で
あ
る
。
横
内
氏
等
は
除
草
賃
千
本
当
り
間
作
不
能
地
は
二
五

O
ミ
ル
、
可
能
地
は
二

0
0
.、
、
ル
と
報
告
す
向
。
現
物
給
与
と
は
住
宅
と
間
作

地
の
無
料
貸
与
を
、
支
部
分
と
す
る
。
耕
、
王
か
ら
一
去
へ
ば
住
宅
の
建
築
、
維
持
に
は
積
極
的
に
金
銭
を
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
反
し
、
間
作
地
に
就
て
は
別
に



金
銭
を
支
出
す
る
必
要
が
な
い
。
従
っ
て
耕
主
は
資
金
節
約
の
為
に
は
現
物
給
与
部
分
の
引
上
げ
を
計
る
で
あ
ら
う
し
、
そ
の
際
は
必
ず
や
間
作
条
件
の
優
遇
を

試
み
る
で
あ
ら
う
o

コ
ロ
ノ
は
契
約
が
一
年
建
で
ゐ
る
点
な
ど
か
ら
所
与
の
居
住
条
件
は
大
体
甘
受
す
る
で
あ
ら
う
o

コ
ロ
ノ
が
間
作
の
為
に
自
ら
人
を
雇
傭
す

る
事
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
か
ら
間
作
条
件
の
引
上
げ
と
一
広
ふ
て
も
コ
ロ
ノ
の
間
作
に
充
当
し
得
る
労
働
の
量
、
時
間
、
時
期
等
に
は
当

初
か
ら
制
約
が
置
か
れ
て
居
る
o
従
っ
て
耕
、
去
は
い
く
ら
間
作
条
件
で
コ
ロ
ノ
を
好
過
し
て
も
之
を
以
て
貨
幣
賃
金
部
分
の
全
部
に
登
代
へ
る
事
は
出
来
な
い
。

加
え
コ
ロ
/
は
こ
の
経
験
を
基
に
独
立
す
る
の
が
常
道
で
あ
る
か
ら
相
当
額
の
貨
幣
賃
金
の
支
払
は
れ
る
を
期
待
し
て
居
る
。
一
去
は
X

間
作
地
を
与
へ
て
も
切
下

げ
得
な
い
賃
金
の
線
が
成
立
す
る
o
広
い
聖
州
の
各
国
を
通
じ
て
除
幕
賃
千
本
当
何
ミ
ル
、
収
穫
一
俵
当
何
ミ
凡
と
年
毎
に
基
準
が
立
つ
事
実
は
こ
の
事
情
を
有

力
に
説
明
す
る
。
如
新
一
方
に
貨
幣
賃
金
に
基
準
が
立
ち
他
方
労
力
不
足
を
覚
へ
た
昭
和
六
年
頃
の
耕
ま
は
競
っ
て
住
宅
改
善
を
以
て
コ
ロ
ノ
を
集
め
よ
う
と
し

た
。
之
も
間
作
条
件
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
他
耕
、
去
と
差
を
付
さ
う
と
し
て
も
間
作
は
各
々
自
家
労
働
で
主
作
の
余
暇
に
従
事
す
る
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で

制
約
が
あ
っ
て
結
局
は
皆
平
等
に
な
っ
て
し
ま
う
処
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

(
後
記
間
作
の
要
参
照
)

基
本
除
草
請
負
本
数
の
決
定
コ
ロ
ノ
契
約
で
は
基
本
請
負
作
菜
の
余
般
の
経
路
活
動
は
自
由
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
は
一
広
へ
他
に
有
利
な
も
の
与
な
い
限

り
は
、
除
草
手
入
賞
は
確
定
以
入
で
あ
る
の
で
コ
ロ
ノ
は
出
来
る
丈
け
多
く
の
基
本
々
数
を
請
負
は
ん
と
す
る
。
(
山
立
て
に
ツ
ル
マ
を
雇
入
れ
る
時
は
ツ
ル
マ

の
賃
金
の
一
定
額
即
ち
メ
ザ
1
サ
食
事
代
の
中
一
回
分
額
を
つ

F

ノ
の
勘
定
か
ら
差
引
く
o
之
れ
以
上
の
額
が
山
立
賃
に
消
へ
た
時
は
そ
の
超
過
分
は
耕
主
が
負

担
す
る
、
理
由
は
耕
主
の
部
分
で
コ
ロ
ノ
の
山
立
仕
事
を
中
止
さ
せ
下
掃
を
や
ら
せ
た
か
ら
で
、
普
通
の
仕
事
が
遅
れ
た
の
で
カ
マ
ラ
ダ
を
入
れ
る
の
と
は

嵐
ふ
)
。
一
方
耕
、
王
は
コ
ロ
ノ
遠
に
対
し
て
先
づ
住
宅
と
間
作
地
を
貸
与
す
る
。
住
宅
は
一
コ
ロ
ニ
ヤ
内
の
一
で
あ
る
か
ら
同
一
構
造
で
あ
り
、
間
作
地
も
前
記

の
如
く
に
結
局
は
平
等
に
な
っ
て
し
ま
ふ
、
そ
し
て
千
本
当
り
貨
幣
で
支
払
は
れ
る
基
本
除
草
賃
も
国
よ
り
同
一
で
あ
る
。
基
本
除
草
の
実
質
賃
金
は
貨
幣
部
分

と
現
物
部
分
の
利
か
ら
成
る
か
ら
今
之
を
千
本
単
位
に
換
算
し
て
基
本
除
草
請
負
本
数
の
多
い
も
の
と
少
い
も
の
と
を
比
較
す
る
と
、
貨
幣
部
分
は
同
一
で
あ
る

が
、
現
物
部
分
の
評
価
額
は
本
数
の
多
い
程
少
と
な
る
。
従
っ
て
上
記
の
如
く
コ
ロ
ノ
が
多
く
の
基
本
数
を
誇
負
ふ
事
は
常
に
耕
、
王
の
利
に
一
致
す
る
o

ハ
家
族

員
数
の
多
い
ヨ
ロ
ノ
が
歓
迎
さ
れ
る
の
も
同
じ
点
か
ら
も
説
閉
が
つ
く
)
反
対
に
少
い
事
は
基
本
々
数
千
本
当
り
の
負
荷
す
る
現
物
給
与
の
評
価
額
が
余
り
に
高

担

価
に
な
る
か
ら
耕
主
の
利
に
反
す
る
。
基
本
除
草
誇
負
三
千
本
以
下
の
コ
ロ
ノ
に
は
住
宅
を
貸
与
し
な
い
と
一
式
収
。

次
に
コ
ロ
ノ
は
労
力
に
余
裕
あ
る
限
り
は
基
本
除
草
請
負
と
は
別
口
に
何
千
本
か
の
除
草
子
入
を
請
負
ふ
事
も
自
由
で
あ
る
が
、
両
口
と
も
作
業
方
法
そ
の
他

五

互主
ブL



六
O

凡
て
同
一
で
あ
り
従
て
能
率
も
同
一
で
あ
る
か
ら
そ
の
労
働
報
酬
即
ち
実
質
賃
金
も
同
一
な
警
で
あ
る
o

即
ち
千
本
当
り
の
貨
幣
賃
金
と
全
現
物
給
与
の
評
価
額

を
請
負
本
数
(
千
本
単
位
に
換
算
し
て
)
で
除
し
た
金
額
と
の
和
か
ら
成
立
つ
基
本
請
負
分
と
、
貨
幣
丈
け
で
成
立
つ
別
口
分
と
が
等
し
い
関
係
に
な
る
。
従
っ

て
貨
幣
賃
金
丈
け
に
就
て
は
当
然
に
後
者
は
前
者
よ
り
高
い
。
コ
ロ
ノ
は
住
宅
と
間
作
地
の
確
保
の
出
来
る
様
そ
の
資
格
を
得
る
に
足
る
最
小
の
基
木
除
草
木
数

を
誘
泊
ひ
、
出
来
る
丈
け
多
く
の
自
由
時
聞
を
産
み
出
し
て
出
来
る
丈
け
多
く
の
別
口
除
草
を
請
負
ふ
を
有
利
と
す
る
。
聖
州
で
典
型
的
な
邦
人
コ
ロ
ノ
で
あ
る

窃

古
川
氏
は
在
耕
二
年
半
、
労
力
三
人
で
昭
和
八
年
十
月
か
ら
九
年
九
月
末
迄
の
一
園
長
年
聞
に
基
本
除
草
七
五

O
O本
を
千
本
当
一
八

O
ミ
ル
で
誇
負
っ
た
。
是
丈

け
で
は
こ
の
家
族
で
は
余
力
が
あ
る
の
で
別
口
に
二
五

O
O本
の
除
草
を
請
負
ひ
、
そ
れ
に
は
千
本
当
二
四
六
ミ
叫
ん
を
得
て
ゐ
る
。
同
じ
く
労
力
四
人
、
在
耕
二

年
の
綜
原
氏
も
基
本
八
二
五

O
本
を
千
本
当
り
一
八

O
ミ
ル
で
請
負
ひ
、
別
口
七
O
O本
に
は
千
本
当
三

0
0
.、
、
ル
を
得
る
。

聖
州
の
コ
ー
ヒ
ー
は
四
米
・
四
米
様
で
あ
る
か
ら
、
四
年
目
位
迄
は
間
作
々
業
の
為
に
主
作
コ
ー
ヒ
ー
を
傷
は
な
い
丈
け
の
余
裕

あ
る
の
で
、
初
年
度
は
条
間
に
米
や
豆
を
四
筋
、
以
後
年
毎
に
一
筋
宛
減
ら
す
(
山
田
・
二
九
二
頁
〕
な
ど
の
工
夫
を
凝
ら
し
普
通
は
四
年
目
迄
間
作
を
許
可
す

が
る
。
四
年
白
か
ら
収
穫
期
と
な
る
か
ら
、
コ
ー
ヒ
ー
の
為
に
除
草
の
他
に
山
立
以
下
の
作
業
も
行
は
れ
る
。
従
っ
て
、
在
圏
期
間
の
点
か
ら
作
付
さ
る
可
き
間
作

h

物
に
制
限
が
田
広
か
れ
る
。
そ
う
な
る
と
十
分
に
有
利
な
間
作
収
入
を
よ
げ
得
な
い
。
(
四
年
目
は
未
だ
可
成
り
余
裕
が
あ
り
、
山
立
、
下
掃
も
さ
し
て
厳
重
で

...L. /、

間
作
及
余
作

可
能

は
な
い
)
こ
の
点
か
ら
も
四
年
以
下
の
新
園
を
通
例
と
す
る
慣
が
出
来
、
よ
っ
て
五
年
以
後
の
旧
国
や
特
に
間
作
を
忌
む
耕
、
ま
は
之
に
代
へ
る
に
余
作
地
を
与
へ

る
慣
が
生
れ
て
来
た
。
さ
て
新
園
の
作
業
は
除
草
丈
け
と
一
式
ふ
て
温
一
一
言
で
な
い
。
従
っ
て
間
作
許
可
の
基
本
条
件
は
コ

1

ヒ
の
除
草
の
障
磁
に
な
ら
ぬ
事
で
あ

る
。
先
ず
間
作
は
余
地
あ
る
処
で
許
さ
れ
る
。
次
に
コ
ロ
ノ
か
ら
一
広
へ
ば
自
分
の
作
物
の
為
に
除
草
し
つ
つ
侍
且
つ
賃
金
を
貰
う
事
に
な
る
(
山
田
・
一
ニ

O
六
頁
〉

と

一

式

う

関

係

が

成

立

つ

。

残

る

問

題

は

間

作

と

地

力

の

関

係

で

あ

る

。

.

国
よ
り
条
閣
に
作
物
を
植
付
け
る
時
は
主
作
の
為
に
な
さ
れ
る
地
力
維
持
の
為
の
萱
科
、
日
光
や
卒
害
や
エ
ロ

1
ジ
ヨ
シ
肪
止
の
為
の
陰
樹
な
ど
の
場
合
を
除

け
ば
、
そ
れ
は
地
力
を
奪
ふ
か
ら
大
体
、
去
作
に
マ
イ
ナ
ス
を
与
へ
る
は
否
め
な
い
。
然
し
前
記
の
如
く
に
筋
を
逓
減
せ
し
め
る
と
か
、
地
力
調
渇
性
の
強
い
コ
1

Y
の
如
き
作
物
を
禁
ず
る
な
ど
の
工
夫
を
梶
田
ら
す
な
ら
ば
こ
の
マ
イ
ナ
ス
は
多
分
に
減
じ
得
る
。

必
要
、
ジ
ヤ
パ
な
ど
と
ち
が
ひ
聖
州
で
は
日
光
に
強
い
ア
ラ
ピ
カ
種
で
あ
る
の
と
気
象
の
良
好
に
よ
り
主
作
保
護
の
為
の
間
作
は
無
用
で
あ
る
。
技
術
上
か
ら



必
要
な
い
と
す
れ
ば
、
何
故
に
必
要
で
あ
ら
う
か
。
コ
ー
ヒ
ー
聞
の
所
在
地
で
は
土
着
人
が
な
い
の
で
通
勤
労
働
者
は
之
を
求
め
得
な
い
。
叉
之
に
傭
は
れ
ん
と

す
る
者
は
国
よ
り
徒
手
空
拳
の
徒
に
ち
が
ひ
な
い
。
よ
っ
て
耕
、
去
は
食
住
合
用
意
し
な
い
限
り
は
必
要
労
働
力
を
握
り
得
な
い
。
よ
っ
て
先
ず
住
宅
を
用
意
し

た
。
食
は
他
か
ら
買
入
れ
る
事
も
出
来
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
高
価
に
つ
く
、
従
っ
て
高
い
賃
銀
を
支
払
は
ね
ば
な
ら
な
い
、
よ
っ
て
労
働
者
の
為
の
食
糧
の
日

圏
内
の
自
給
は
耕
、
互
に
と
っ
て
必
要
と
な
っ
た
。

(
向
賃
銀
と
の
関
係
に
就
て
は
伺
現
金
と
現
物
の
項
参
照
)

凶
喜
多
繁
蔵
移
民
地
事
情
昭
和
七
年
七
八

O
頁

捌

原

中

間

総

昭

和

一

O
年
四
六
四
頁

側
横
沢
氏
移
民
地
事
情
昭
和
一
二
年
九
月

制
拓
務
時
報
昭
和
七
年
一
一
月
了
一
回
頁
グ
コ
ー
ヒ
ー
畑
は
九
五
%
は
鍬
で
耕
さ
れ
る
。

閥

横

内

氏

拓

務

時

報

昭

和

九

年

五

月

七

回

頁

河

村

孫

介

移

民

地

事

情

昭

和

一

一

年

一

四

七

支

M

昨
年
ば
二
五

O
ミ
ル
対
二

O
O
ミ
ル
で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
コ
ロ
ノ
不
足
の
為
間
作
さ
す
処
も
同
じ
く
三
五

O
ミ
ル
H

拓
務
時
報
昭
和
入
年
一
月
一
六

O
頁

横
内
民
間
頁

移
民
地
事
情
昭
和
九
年

間

倒閥倒的

四
入
九
頁

六
、
労

働

手

帳

。
由
0.. 
合
同

ロ
(0 ... 
白

。
炉司、

h可、
回-

c'l -p 
ー〈ヨ7)

上
述
コ
ロ
ノ
の
労
働
契
約
白
慣
行
は
労
働
者
保
護
の
見
地
か
ら
労
働
手
帳
の
法
定
す
る
処
で
あ
る
。
之
は
一
九

O
四
年
に
既
に
あ
っ
た
型
が
一
九
三

O
年
頃
よ
り

励
行
さ
れ
た
も
の
で
、
次
の
内
容
を
持
つ
。

労

綬

〔

全

訳

)

耕
、
去
の
コ
ロ
ノ
に
為
す
可
き
義
務

働

手

プ之
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a 

ヨ
ロ
ノ
一
家
と
荷
物
を
駅
か
ら
耕
地
に
運
ぶ

b 

衛
生
的
な
住
宅

c 

家
族
員
数
に
応
ず
る
家
畜
の
放
牧

d 

請
負
樹
数
に
応
ず
る
余
作
地

e 

住
宅
近
援
の
菜
園

コ
ロ
ノ
の
義
務

a 

コ
ー
ヒ
ー
樹
の
手
入
れ
と
除
草

b 

欠
樹
の
補
植

c 

官
民
草
等
の
除
去

耕
地
管
理
者
の
命
に
よ
る
除
草

d e 

耕
地
の
一
般
採
突
は
管
理
者
命
に
依
り
参
加
す
可
き
事

山
立
、
山
崩
し
も
管
理
者
の
指
揮
に
よ
る

法
に
よ
る
義
務
を
先
に
し
、
管
理
者
の
命
之
に
次
ぐ
。

f E 
四

新
着
コ
ロ
ノ
又
は
コ
ロ
ノ
病
気
の
場
合
は
耕
主
は
日
常
必
須
食
糧
に
は
無
利
子
前
貸
、
但
し
現
金
の
前
貸
は
し
な
い
ハ
民
法
)

コ
ロ
ノ
は
耕
、
五
又
は
耕
地
管
理
人
の
決
定
に
よ
り
次
の
作
業
を
無
報
酬
で
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

コ
ロ
-
一
ア

住
宅
及
び
放
牧
地
の
手
入

a b 

住
宅
の
櫛
の
手
入

C 

駅
に
至
る
道
路
の
年
一
年
の
修
理

d 

耕
地
内
の
森
や
家
屋
の
火
事
の
時
の
消
防

病
気
又
は
止
む
を
得
ざ
る
者
を
除
き
第
二
及
第
四
市
明
記
載
の
労
働
を
な
さ
い
A

る
コ
ロ
ノ
の
あ
る
時
は
耕
地
管
理
人
は
他
者
に
之
を
な
さ
し
め
、
こ
の
金
額

五



は
当
該
コ
ロ
ノ
に
請
求
し
得
る
。

コ
ロ
ノ
は
構
内
で
豚
及
山
羊
を
飼
ひ
得
る
が
、
目
定
等
の
偶
然
与
へ
る
答
の
責
に
任
ず
可
き
事

耕
、
玉
は
契
約
農
年
内
に
正
当
の
理
由
な
え
コ
ロ
ノ
を
退
耕
せ
し
め
ん
と
す
る
時
は
契
約
条
項
に
よ
り
既
に
な
せ
る
賃
銀
総
額
及
び
残
期
の
契
約
賃
銀
の
半

を
支
払
ふ
義
務
を
負
ふ
o
耕
ま
よ
り
契
約
破
棄
す
可
き
正
当
な
る
理
由
次
の
如
し
。

病
気
そ
の
他
に
よ
り
コ
ロ
ノ
が
契
約
労
働
を
為
す
能
は
ざ
る
事
情
の
生
じ
た
時

コ
ロ
ノ
が
犯
罪
、
悪
行
績
、
泥
酔
、
不
柔
順
、
怠
惰
等
の
状
況
に
あ
る
時

コ
ロ
ノ
が
本
契
約
を
履
行
l
u
な
い
時

仕
事
叉
は
契
約
事
項
等
に
関
し
コ
ロ
ノ
が
妨
害
を
し
た
時
(
氏
法
)

コ
ロ
ノ
が
正
当
理
由
な
く
中
途
で
退
耕
せ
ん
と
す
る
時
は
耕
主
に
対
し
そ
の
日
か
ら
契
約
終
了
期
日
ま
で
な
す
可
か
り
し
賃
銀
の
半
分
相
当
額
の
違
約
金

を
支
払
は
な
け
れ
ば
既
に
な
し
た
賃
銀
の
請
求
権
を
有
せ
ず
、
コ
ロ
ノ
の
般
的
し
得
る
正
当
理
由
と
は

公
の
義
務
及
訟
の
実
行
と
契
約
継
続
の
両
立
し
な
い
事

不
可
抗
力
に
よ
り
契
約
履
行
に
適
し
な
い
事
を
認
め
た
時

-'-ノ、七
a 

義
務
を
履
行
し
得
な
い
不
可
抗
力

耕
主
叉
は
家
族
に
対
す
る
名
資
を
侵
し
た
時

b c d e f 
7¥ 

a b c 

能
力
以
よ
の
労
働
及
び
法
に
反
す
る
事
項
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
事
、
契
約
外
の
事
を
耕
ま
か
ら
要
求
さ
れ
た
時

d 

厳
格
す
ぎ
る
待
遇

e 

明
白
な
損
又
は
良
好
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
危
険
に
陥
ゐ
る
虞
れ
あ
る
時

耕
主
が
本
契
約
の
義
務
を
履
行
し
な
い
時

f g 

コ
官
/
の
家
族
の
名
営
を
侵
し
叉
は
侵
さ
ん
と
す
る
時

7L 

若
し
本
契
約
が
双
方
に
於
て
期
限
終
了
前
三
十
日
に
何
等
意
志
を
表
示
せ
ざ
る
時
は
儲
一
長
年
契
約
を
継
続
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

プ之
さ=玄



4 
ノ、

四

新
長
年
開
始
前
前
項
に
よ
り
・
本
契
約
を
継
続
せ
ら
れ
又
は
新
契
約
を
為
し
た
時
、
之
を
破
約
せ
ん
と
す
る
場
合
は
既
に
内
定
し
た
契
約
賃
銀
顧
の
二
割
相

当
額
を
遠
約
金
と
し
て
耕
主
は
コ
ロ
ノ
に
支
払
ふ
か
或
は
貸
金
の
免
除
を
為
す
を
要
す
。
若
し
次
年
度
の
契
約
に
対
し
長
期
の
開
始
前
コ
ロ
ノ
が
そ
の
耕
地
を
去

ら
ん
と
す
る
時
は
コ
ロ
ノ
も
同
舗
の
違
約
金
を
耕
去
に
支
払
ふ
を
要
す
。

コ
戸
/
の
家
畜
食
糧
及
手
入
賞
は
コ
ロ
ノ
の
所
有
に
日
惜
し
、
第
三
者
の
乎
に
あ
る
時
と
蜂
も
耕
主
に
対
す
る
負
債
の
担
保
と
な
す
。

耕
主
は
コ
ロ
ノ
所
有
の
+
晶
子
授
に
毎
月
記
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
定
期
毎
に
支
払
ふ
一
年
間
の
手
入
賃

十イー十
a b 

契
約
以
外
の
手
入
賃
の
支
払

C 

臨
時
仕
事
の
臼
傭
賃
の
支
払

d 

採
取
コ
ー
ヒ
ー
の
採
取
量
に
よ
る
賃
銀
の
支
払

e 

コ
ロ
ノ
に
供
給
し
た
労
働
要
具
及
家
庭
用
品

コ
ロ
ノ
所
有
の
生
産
品
の
耕
地
側
翼
入
鶴

f g 

第
三
項
規
定
の
前
貸
金
額

医
師
、
薬
局
に
要
す
る
契
約
賦
金

腕
時
に
供
給
し
た
労
働
要
目
門
家
庭
用
品
の
価
絡

本
契
約
の
為
課
せ
ら
れ
る
可
き
違
約
金

k 

第
五
項
に
よ
り
第
三
者
を
し
て
為
さ
し
め
た
る
賃
銀
相
当
額
、
本
契
約
履
行
に
関
係
な
き
事
以
外
は
此
の
労
働
手
憶
に
常
に
洩
れ
な
く
記
載
す
。

必
要
ロ
聞
の
賀
入
、
生
産
物
の
板
売
は
コ
ロ
ノ
の
欲
す
る
場
所
で
自
由
に
な
し
得
る
o
但
し
同
一
価
格
な
る
時
は
耕
主
に
優
先
せ
し
め
る
を
要
す
。

本
契
約
の
一
長
年
は
採
実
終
了
又
は
山
崩
し
の
完
了
又
は
双
方
の
特
約
せ
る
日
ま
で
継
続
す
る
労
働
手
帳
は
長
年
の
始
か
ら
終
迄
使
用
す
る
。

耕
主
は
コ
ロ
ノ
に
本
子
娠
を
交
付
し
之
に
よ
り
一
切
の
貸
借
勘
定
を
清
算
す
可
き
義
務
を
有
す
。

農
業
労
働
局
は
労
働
手
緩
又
は
耕
地
帳
簿
を
検
査
し
得
、
違
反
に
は
罰
金
を
謀
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
契
約
に
関
す
る
訴
訟
に
於
て
は
コ
ロ
ノ
を
援
助
し

イ伯十
四
十
五
十
六



又
は
仲
裁
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

耕
主
叉
は
耕
地
管
理
者
の
定
め
た
仕
事
に
対
し
公
序
良
俗
を
乱
し
た
叉
は
不
柔
順
な
コ
ロ
ノ
に
対
し
十
ミ
ル
の
違
約
金
を
課
し
得
る
。

二
十
一
コ
ロ
ノ
は
耕
地
内
に
於
て
自
己
叉
は
そ
の
関
係
者
の
発
生
し
た
損
害
応
対
し
之
に
相
当
す
る
賠
償
金
を
支
払
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
契
約
の
一
般
及
特
別
条
件
は
当
局
保
管
の
移
民
申
請
(
配
耕
申
込
書
)
第
:
・
号
及
労
働
手
帳
受
領
書
:
・
号
に
規
定
さ
れ
る
一
切
の
事
項
に
対
し
耕
主
コ
ロ

ノ
院
で
同
意
し
た
事
を
笹
す
。

労
働
局
周
旋
課
長

十十
八七

本
契
約
の
仲
裁
叉
は
履
行
に
関
し
生
じ
た
一
切
の
問
題
は
裁
判
所
で
行
ふ
。

耕
主
の
義
務
次
の
如
し

a 

労
働
手
帳
に
次
の
書
入
れ
を
な
す

コ
ー
ヒ
ー
千
本
に
付
一
ヶ
年
の
手
入
賃
:
:
:

コ
ー
ヒ
ー
千
本
に
付
除
草
賃
:
;

採
実
五
十
立
に
付
・
・

食
事
付
訟
は
食
事
な
し
日
傭
賃

b

千
本
に
付
;
:
:
ミ
ル
の
割
で

i
・e-
自
に
現
金
に
て
支
払
を
な
す

各
労
働
終
了
後
直
ち
に
採
実
賃
を
支
払
ひ
農
年
末
に
総
決
算
を
な
す

C 
イ
九

耕
、
去
の
義
務
次
の
如
し

a 

コ
ー
ヒ
ー
国
に
て
コ
ロ
ノ
に
対
し
:
:
:
を
植
付
け
る
を
許
す

b 

コ
ロ
ゾ
の
生
産
物
に
対
し
国
よ
り
コ
ロ
ノ
住
宅
迄
:
:
:
の
割
を
以
て
各
種
の
運
送
具
を
供
給
す

電
燈
又
は
一
年
:
:
:
の
割
で
燈
火
そ
供
給
す

c ，d

・・・・・

e
:
:
:
 
r
E
，，
a

・・・

オ『
年

月

日

六
五



~ r、
中，、

年

月

日

耕
主
及
コ
ロ
ノ
署
名

(幼

移
民
地
事
情

昭
和
七
年

四
五
六
頁

t
四
六

O
頁、

移
民
情
報

昭
和
七
年
七
月

海
本

前
掲
揚
霞

七

カ

.マ

ア

ダ

コ
ロ
ノ
そ
の
他
が
単
独
的
に
日
傭
に
出
る
時
カ
マ
ラ
ダ
と
呼
ば
れ
る
事
は
前
記
の
如
く
で
あ
る
が
、
他
に
独
身
者
が
圏
内
に
カ
マ
ラ
ダ
用
住
宅
の
一
つ
を
賞
ら

っ
て
専
門
に
之
に
従
事
す
る
場
合
が
あ
る
。
邦
人
は
家
族
移
民
で
従
っ
て
コ
ロ
ノ
と
な
る
の
が
殆
ど
で
あ
る
の
で
本
例
に
乏
し
い
が
高
橋
氏
手
話
に
よ
り
笑
情
を

知
ら
う
o

「
独
身
者
は
目
頭
が
第
一
段
階
で
あ
る
o
外
人
耕
地
の
日
震
は
朝
五
時
耕
地
の
鈴
が
鳴
る
と
事
務
所
に
行
く
。
そ
こ
で
カ
フ
ェ
を
呑
み
集
合
す
る
を
待

っ
て
五
時
半
監
督
に
逮
ら
れ
て
畑
に
行
く
。
仕
事
は
殆
ど
草
取
だ
が
何
ん
で
も
一
応
は
や
ら
さ
れ
る
。
九
時
事
務
所
か
ら
朝
食
が
運
ば
れ
る
。
食
物
は
毎
日
毎
度

同
じ
物
で
、
飯
、
豆
、
マ
ン
ジ
ヨ
カ
粉
、
肉
一
片
で
豚
脂
入
り
煮
物
、
正
午
カ
7

ェ
、
四
時
夕
食
。
七
時
帰
宅
、
事
務
所
で
カ
フ
ェ
を
貰
っ
て
戻
る
o
宿
舎
は
一

軒
一
室
、
土
聞
に
二
一
ニ
枚
の
板
を
並
ベ
た
も
の
に
足
丈
け
抗
っ
て
ゴ
ロ
寝
す
る
。
日
曜
は
休
み
」

間
作
条
件
等
コ
ー
ヒ
ー
園
の
労
働
契
約
に
就
て
は
特
に
農
業
経
済
面
か
ら
考
察
さ
る
可
き
問
題
が
多
い
が
紙
幅
の
関
係
上
不
自
の
機
会
に
譲
り
度
い
。

自紛

高
橋
丈
夫

拓
務
時
報

昭
和
八
年
三
月

7L 
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(一ニ

0
・
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・
二
七
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